
責任ある漁業

　世界的な異常気象や環境破壊に関する問題が深

刻化する中１９９２年６月３日から１４日までリオデジ

ャネイロで国連環境開発会議が１７２の国と機関が

参加して開催され、「気候変動枠組み条約」と「生

物多様性条約」という２つの条約に参加各国が調

印しました。また、会議では、地球環境をまもる

憲法ともいうべき、「リオデジャネイロ宣言」とそ

の行動計画である「アジェンダ２１」が採択されま

した。

　この「リオデジャネイロ宣言」（������１９９２）の

２７ある「原則」の中から興味深いいくつかの文言

を抜粋してみますと

原則１「人類は持続可能な開発に対する関心の中

心にある。（以下略）」

原則３「開発の権利は、現在および将来の世代の

開発と環境での必要性を公平に満たすよう行使さ

れなければならない。」

原則８「全人類が持続可能な開発と、より高度な

生活水準を達成するために、各国は持続不可能な

パターンの生産と消費を縮小、廃止し（以下略）」と

あります。

　「持続可能な開発」という考え方が明確に提唱さ

れ、生態系などの人間の周辺環境から得られる恩

恵は現在の我々の世代だけでなく、子や孫の世代

にも今と同じ恩恵を得る権利を残しておくような

「持続的な開発」が必要であり、そうでない開発は

止めるべきとまでいっています。

　さて、今まで述べてきた「リオデジャネイロ宣

言」＝環境保全の話が、水産業から少し離れてい

るのではと感じている読者の方がいるかも知れま

せん。しかし、水産業が対象としている水産資源

は、地球規模の環境を構成している生態系のメン

バーのひとつですから、これらの利用は環境保全

の考え方を抜きにしては考えられません。

　事実、この「リオデジャネイロ宣言」は、世界

の水産資源管理に大きく影響を及ぼしました。国

連の専門機関のひとつである���（国際連合食糧

農業機関）の漁業部門は１９９５年「責任ある漁業」

の実行を提案しました。（������１９９５�）

　「責任ある漁業」とは「リオデジャネイロ宣言」で

謳われている「持続可能な開発」を目指すもので、

「漁業は将来の子や孫の世代に対しても責任のと

れる方法であらねばならない」と定義されていま

す。すなわち、現在水産業が対象としている水産

資源を絶滅や、極端に減少させることなく、漁業

生産を続け、子や孫の世代にも引き継ぐことが求

められるのです。そのためには今まで以上に資源

管理の重要性が増してきました。

予防的措置

　我々人間が持っている水産資源に関する知識や

情報は陸上の動植物のそれに比べはるかに少ない

ものです。その最も大きな要因は水産資源が広い

海中に住んでいるため、観察することが難しいこ

とが考えられます。しかし、知識が少ないからと
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いって「持続可能な開発」をしなくともよいこと

にはなりません。それどころか、先に述べた「リ

オデジャネイロ宣言」の原則１５には「重大あるい
� ����������

は取り返しのつかない損害の恐れがあるところで
� �����������������������������������������

は、十分な科学的確実性がないことを、環境悪化
� �����������������������������������������

を防ぐ費用対効果の高い対策を引き伸ばす理由に
� �����������������������������������������

してはならない。」と明記されています。少々回り
� ���������������

くどい表現ですが、要するに科学的にはっきりし

ていないからと言って、方策をとらない理由にし

てはいけない。もっと言うと「水産資源について

はまだ解らないことが多い」という言い訳で、資

源管理を先延ばしにしてはいけないということで

す。当たり前のことですが、水産資源のことをも

っと知ろうと調べているうちに、水産資源が絶滅

してしまっては何の意味もありません。一度絶滅

してしまった生物は二度と再びよみがえることは

ないのですから、水産資源に関わりのある人間は

責任重大です。

　そこで知識や情報の少ない水産資源を上手に管

理、保護していく方法として「予防的措置」の水

産資源管理への適用が���により提唱されました。

（�����１９９５�）

　この「予防的措置」とは前述のリオデジャネイ

ロ宣言原則１５により明確に定義されました。先の

宣言文をさらに解読してみますと、「たとえ科学的

にははっきりした因果関係が証明されていなくて

も、環境にとって取り返しのつかない危害を加え

るおそれがあるときは規制（行動を起こす）すべ

きである。」と読み替えることが出来ると思います。

これを水産資源管理に適用した場合どうなるでし

ょうか？

　たとえばある水産資源の漁獲量がずいぶん少な

くなって来たとします。ただし、この資源に関す

る研究はあまり進んでおらず、なぜこのごろ漁獲

量が少なくなって来たのかは解らないとします。

それでは上述の「予防措置」の考えでは、この資

源に対してどのような方策（資源管理）をとるで

しょうか？

　①よく解らないけど、何もしないよりはいいだ

ろうからとりあえず、３年間禁漁してみる。

　②まだ、絶滅するようなことは無いだろうから

もう少し様子を見る。

　考えられるのこのあたりでしょうか？

　まず①ですが、これでは、この資源を獲って生

計を立てている漁業者や流通・加工などの関連業

者の人は納得するでしょうか？

　次に②ですが、そもそも知見が少ないのですか

ら、「まだ大丈夫そうだ」となぜいえるのでしょう

か？　かなり難しそうです。

　ただ闇雲に安全策をとろうとしてもダメなよう

です。

　���による「予防的措置」の水産資源管理への

適用は次のように述べられています。

　１．水産資源の保護、管理、開発には、水産資源

自体を保護するとともに環境を保全するため

に「予防措置」が講じられなければならない。

　２．「予防措置」の実行にあたっては、環境ならび

に社会的経済的影響を十分考慮するとともに、

とりわけ、資源状態に関する「不確実性」を

十分説明する必要がある。

と述べています。つまり資源管理を行うには生物

のことだけでなく、社会経済的なこと、周辺環境

のことなど様々な要因を考慮しなさいということ

です。とくにこのなかで「不確実性」という言葉

が出来てきました。次の章ではこの「不確実性」

の解説をしたいと思います。

資源管理における不確実性

－　2　－

北水試だより　74　（2007）



　���の「漁業への予防的措置に関する専門家会

議」による定義によれば、不確実性とは、「自然界

の状態、もしくは、その中での様々な作用につい

ての知識が、不完全であること」とされています。

（������１９９５�）

　���������	
���
�������（１９９４）によると、資

源管理における不確実性を、次の５つに分類でき

ると言われています。

１．計測の不確実性

　漁獲量、あるいは、生物学的数値のような計測

された数量についての誤差

　例えば、資源の状態を調べるために行っている

体長や体重の測定時の間違いなどはこれに含まれ

ます。

２．個体群動態の過程に内在する不確実性

　加入量の変動のような、個体群の動態に内在す

る不規則な変動。

　同じ生物でも、ある親の量からいつも決まった

量の子供が生まれるとはかぎらないと言うことは

経験的にわかっています。この理由をお話しする

と長くなりますので、そういうものと思っておい

てください。

３．モデルの不確実性

　モデルの構造についての誤った設計。

　例えば、私達が資源の量を計算するときには、

生物の生き様を単純化した数式（モデル）を使い

ます。このときの単純化の仮定が現実の生物と異

なることによっておこる間違いです。

４．推定の不確実性

　上記の不確実性のどれか、あるいは、それらの

複合的な結果によるもので、各種推定値の誤り、

及び曖昧さ。

　例えば、資源量の推定値に含まれる誤差（間違

い）などがこれにあたります。

５．管理実施の不確実性

　例えば、目標漁獲戦略を厳密に成し遂げること

ができないような一貫性を欠く管理方策の実施に

よって引き起こされるもの。

　誤った決定をしてしまうことや、効果のない管

理体制などがここに含まれます。

　以上５つのタイプの不確実性があるといわれて

いますが、肝心なことは、これだけ多くの不確実

性の上に立って資源管理の方策を決めなければな

らないというところです。

水産資源の多様な価値

　�������������．（１９９３）は資源管理とは元来意思決

定の過程であると述べています。

　水産資源から恩恵を受けるのは誰なのかを考え

た時、まず最初に思い浮かぶのは漁業者のみなさ

ん。さらには、加工・流通関係の人々でしょう。

　しかし、これらの産業に従事していない人でも、

多かれ少なかれ、水産資源（水産物）を口にする

でしょうから、恩恵を受けています。

　また、見逃されがちなことですが、もし万が一

ある漁業が成り立たなくなれば、多くの国でそう

であるように、税金が投入され、その補償に当て

られることでしょう。つまり、たとえ一口も水産

物を口にしない人がいたとしても、税金が使われ

る可能性がある以上、漁業の崩壊は全ての納税者

にとって避けるべき事態だと分かります。また、

釣りなどのレジャーの対象になっている水産物で

は、レジャーとしての価値もあります。さらに極

言すれば、海を見て癒されるなどの効果を考えた

時、その海を構成するひとつの要素である水産物

には誰のものでもない重要な価値もあると考える

ことができます。

　以上長々と水産物の価値または恩恵に関するこ
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とを列挙してきましたが、水産資源には実に多様

な価値があり、また、その恩恵も多くの立場の人

が享受していることがお分かりいただけたかと思

います。その水産資源を管理しようとするとき、

多くの価値観をともに満たす方法を探さなければ

ならないことになります。さらには、前項で述べ

たような「不確実性」の問題もあります。

　非常に「不確実」な情報の上で、多くの価値観

に耐え得る方策を見つけ出すこと、これが資源管

理の目標です。

より良い管理方策を探すために

　１９９０年代以降、欧米諸国で「不確実」な情報の

上で、多くの価値観に耐え得る方策を見つけ出す

ことを目標にシミュレーションによる管理方策の

評価が行われるようになりました。

　「シミュレーション」とは「模擬実験」ともいわ

れ、現実世界で起こることを、実験的に再現して、

様々な事項を確かめようとするものです。

　水産資源管理の世界では、コンピュータを用い

た、数値実験のことを「シミュレーション」と呼

ぶことが多いようです。

　シミュレーションによる資源管理方策の検討と

しては、鯨資源を扱った、国際捕鯨委員会（���）

の科学小委員会（��）が開発した改定管理方式

（���）がその先駆的研究としてあげることがで

きます（������１９９４）。

　この���の考え方が鯨類以外の水産資源にも適

用されるようになり、北大西洋のヨーロッパ及び

北米諸国が加盟する����という国際的な海洋研

究組織（岸田１９９９、�������１９９９、����������	
����

１９９９）やオーストラリアやニュージーランドのオ

セアニア地方（������������２００２）や大西洋のマグ

ロ類の管理を行う大西洋まぐろ類保存国際委員会

（�����）（�������	�
２００３）などで、シミュレーシ

ョン技法を用いた研究が報告されています。

　これらの研究では、これまでに資源の調査から

得られた情報をもとに、現実の資源と同じように

成長や死亡する「仮想の資源」をコンピュータ上

に作り出し、この「仮想資源」に対して、管理方

策を試してみるということが行われ、この数値実

験では、考えられる「不確実性」を全て組み合わ

せ、非常に多くの計算をコンピュータ上で実行さ

せます。その結果から、資源保護効果や、経済性

などを評価し、今我々が持っている不確実な情報

のもとでどのような管理方策が全ての人々にとっ

て妥当なのかを検討しています。

　このように欧米諸国では活発なシミュレーショ

ン技法を用いた資源管理方策の検討は残念ながら

まだ我国では近年その報告を散見するようになっ

たに過ぎません。　しかしながら、世界的な「環境

保全」→「責任ある漁業」→「予防措置」という

流れの中においては、資源管理の「不確実性」に

いかに対処するかは中心課題であり、今後我国に

おいても欧米諸国のような「シミュレーション」

を利用した、資源管理方策の決定が多くなると思

われます。

北海道が行っているシミュレーション

　北海道周辺海域に生息する水産資源の資源管理

を検討する組織として「水産資源管理会議」とい

う、学術経験者や北海道（行政と研究機関）で構

成する組織があります。この会議の下部組織であ

る「調査評価部会」では、上述のようなシミュレ

ーション手法を用いて管理方策の検討を始めてい

ます。

　最後にそのシミュレーションの中身を簡単にご

紹介したいと思います。
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　現在行っているシミュレーションによる管理方

策の検討は、スケトウダラ日本海北部系群を対象

に行っています（図１）。

　このシミュレーションでは調査データに含まれ

る不確実性（１．計測の不確実性）について、「ブー

トストラップ」という統計手法を用いて評価して

います。この方法では、収集した（手持ちの）デ

ータの偏り（間違い）を１０００回の繰り返し計算に

よって推定しています。

　その結果、そのデータから推定される資源量推

定値も１０００個得られ、この１０００個の推定値は、調

査データに含まれる不確実性（１．計測の不確実

性）に起因する不確実性（４．推定の不確実性）を

考慮しています。

　また、親の量とそこから生み出される子供の量

の関係をみた「再生産関係」は、この資源量推定

値の過去から現在までの関係から推定します。そ

こで、不確実性を考慮した資源量推定値から「再

生産関係」を推定すると、不確実性（４．推定の不

確実性）を組み入れた「再生産関係」を考慮する

ことが出来ます。さらに、「再生産関係」は偶発的

に乱れること（２．個体群動態の過程に内在する不

確実性）が知られているので、このような偶発的

な変化もシミュレーションモデルの中では再現し

ています。

　また、３．モデルの不確実性については、シミュ

レーションモデルの中で仮定している値について、

その仮定が間違っていると、シミュレーションモ

デルの結果にどのような影響を与えるかを検討す

ることで考慮できます。

　つまり、資源管理における不確実性の項で述べ

た、５つの不確実性のうち、４つは、我々のモデ

ルで考慮していることになります。残念ながら、

５．管理実施の不確実性については、今後の検討課

題で、今のところ考慮できていません。

　我々のシミュレーションモデルでは、上述の不

確実性を考慮した資源量推定値と再生産関係を使

って、将来の資源動態を予測しています。また、

将来の漁獲のされ方は、検討する管理方策（例え

ば一定の努力量の削減や禁漁、体長制限など）に

より異なります。

　ある管理方策を採った場合の資源動態の予測か

ら、資源の保全に関する評価を行い、漁獲予測か

ら、資源利用に関する評価を行います。

　これらの評価も単純にその量がどうなったかだ

けを見るのではなく、様々な切り口から多くの情

報を提供し、資源に対する多様な価値観を満たす

決定をするための手助けとなる資料の作成を行っ

ています。

　このような管理方策の評価を複数の方策で比較

することで、現在持っている不確実な情報に立っ

てどのような管理方策を採るのかを様々な価値観

から検討する材料を提供しています。その上で決
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図１　シミュレーション例

＊図中不確実性の後の（ ）内数字は本文中の不確実性の分類

に相当する。



定された管理方策でこれまでと最も異なるのは、

どのような情報の下でどのように考え、方策を決

定したかという意思決定の過程が明確にされるこ

とです。資源管理が私達の仕事を含め、税金で行

われているのですから、どのように方策（税金の

使い方）を決めたのかを広く納税者の皆さんに公

開する義務があります。その点でも、この手法は

効果的な方法だと考えています。

　一見難しそうな数値実験ですが、水産資源の利

用にとって有意義な結果を導き出す強力な道具で

すので、広く普及してくれることを願っています。
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岸田　達：����年次科学総会に参加して．�中央

水研ニュース２３，１６（１９９９）

（やまぐち　ひろし　中央水試資源管理部

報文番号�２２７９）
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